
米空軍・海兵隊の合同即応訓練に対する意見書 
 
米軍嘉手納基地所属の米空軍第１８航空団は、１２月１日から嘉手納基地を

拠点に米海兵隊所属の航空機との合同即応訓練を地元自治体などの中止要請に

もかかわらず昨年に引き続き強行した。 
今回の訓練では、岩国基地から移動してきた海兵隊員約７００人とＦＡ－１

８ホーネット戦闘攻撃機や AV－８ハリアー垂直離着陸機など約３５機と共に、
米軍部隊の任務遂行能力の維持を目的として運用即応体制を高める異例の大規

模訓練を５日まで実施した。即応訓練によって、嘉手納基地周辺では昼夜を問

わずエンジン調整音やＦＡ－１８戦闘攻撃機の離陸に伴う爆音にさらされ、本

市上空においても７０デシベルから１００デシベルを超える航空機の騒音が連

日鳴り響いた。 
嘉手納基地においては、ＰＡＣ３の配備、深夜・早朝の離陸や外来機の飛来、

ＧＢＳ訓練、パラシュート降下訓練も固定化されるなど、米軍再編後もますま

す基地機能が強化されている。 
また、１２月 8 日に米カリフォルニア州サンディエゴ市の市街地に墜落事故
を起した戦闘機と同型機であるＦＡ－１８戦闘攻撃機が、事故原因が究明され

ない状況にもかかわらず嘉手納基地で飛行訓練を続けており、基地周辺の住民

に恐怖と不安を与えている。 
 本市議会は、これまでも幾度となく基地機能の強化につながる訓練や外来機

の飛来などに対して抗議決議を行なってきたが、騒音防止協定や SACO 合意事
項さえも遵守されない現状での今回の合同即応訓練は明らかに負担軽減に逆行

するものであり、到底容認できるものではない。 
よって、うるま市議会は、県民や市民の生命・財産、安全、平穏な環境を守

る立場から今回の米空軍・海兵隊の合同即応訓練に対し厳重に抗議するととも

に、下記事項について強く要請する。 
 
記 

 
 １．嘉手納基地での新たな市民負担に繋がる訓練を一切行なわないこと。 
 ２．ＦＡ－１８戦闘攻撃機の飛行訓練を即時中止すること。 
 ３．嘉手納基地の負担軽減を速やかに実施すること。 
  以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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